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雄武町子ども・子育て支援事業計画 

（概要版） 



 

１ 計画策定の目的 

２ 計画の位置づけ 

３ 計画の期間 

健康・福祉・医療分野 

安全・安心分野 

都市基盤分野 

産業・雇用分野 

教育・生涯学習分野 
子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援行動計画 

母子保健計画 

子どもの貧困対策推進計画 



 

４ 計画の基本的な考え方 

（１）基本理念

（２）計画の体系 

 



 

 



 

（３）教育・保育提供区域の設定 

雄武町の教育・保育提供区域 

１号認定 本町の地理的条件、社会的条件（交通手段など）広域利用などを踏ま
え、雄武町全域、興部町の「２区域」と定めます。 

２号及び３号認定 今後、子どもの数の増加が見込めないことや交通手段の確保ができている、区
域を区切るメリットがあまりない（特徴ある教育・保育の提供が難しい）と思
われることなどから、雄武町全域を一つの提供区域と定めます。 

地域子ども・子育て支援事業 基盤整備や事業実施上の効果など総合的に勘案し、雄武町全域を一つの
提供区域と定めます。 



 

５ 子ども・子育て支援サービスの事業計画 

（１）幼児期における教育・保育 

教育・保育給付認定と主な利用可能施設 

認定の種類 対象年齢 保育の必要性 主な利用可能施設 

１号認定 
３～５歳 

専業主婦（夫）家庭、
就労時間が短い家庭 

必要 
なし 

認定こども園の幼稚園機能（若草保育所） 
幼稚園（興部町） 

２号認定 
共働きの家庭 必要 

あり 認定こども園の保育園機能（若草保育所） 
３号認定 ０～２歳 

量の見込みと確保方策 （単位:人） 

 
１号認定 ２号認定 ３号認定 

３～５歳 ０歳 １歳 ２歳 

令和 
７年度 

（2025） 

量の見込み 6 54 4 10 10 
確
保
方
策 

認定こども園 10 76 4 12 12 
幼稚園 2 － － － － 
その他 0 0 0 0 0 

令和 
８年度 

（2026） 

量の見込み 6 46 3 8 10 
確
保
方
策 

認定こども園 10 75 4 12 12 
幼稚園 2 － － － － 
その他 0 0 0 0 0 

令和 
９年度 

（2027） 

量の見込み 5 36 3 8 10 
確
保
方
策 

認定こども園 10 75 4 12 12 
幼稚園 2 － － － － 
その他 0 0 0 0 0 

令和 
10 年度 

（2028） 

量の見込み 5 35 3 8 10 
確
保
方
策 

認定こども園 10 75 4 12 12 
幼稚園 2 － － － － 
その他 0 0 0 0 0 

令和 
11 年度 

（2029） 

量の見込み 5 36 3 8 10 
確
保
方
策 

認定こども園 10 75 4 12 12 
幼稚園 2 － － － － 
その他 0 0 0 0 0 

 



 

（２）地域子ども・子育て支援事業 

確保方策  

 単位 
令和７年度 
（2025） 

令和９年度 
（2027） 

令和 11 年度 
（2029） 

利用者支援事業（母子健康包括支援センター） か所 1 1 1 

時間外保育事業（延⾧保育事業）     

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 人/年 100 100 100 

子育て短期支援事業 人日/年 20 20 20 

乳児家庭全戸訪問事業 件/年 20 22 25 

養育支援訪問事業 件/年 50 55 65 

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 人回/年 1,800 1,800 1,800 

一時預かり事業 一般型 人日/年 240 240 240 

 幼稚園型 人日/年 240 240 240 

病児保育事業    

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）    

妊産婦健康診査 人回/年 320 352 400 

産後ケア事業 回/年 40 45 55 

子育て世帯訪問支援事業    

児童育成支援拠点    

親子関係形成支援事業    

妊婦等包括相談支援事業 回/年 50 55 70 

乳児等通園支援事業 件/月 ― 1 1 

実費徴収に係る補足給付を行う事業    

多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業    



 

 

 


